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事 務 連 絡 

令和 5年 2月 20日 

 

都道府県高等学校体育連盟 会長 殿 

全国高等学校体育連盟専門部 部長 殿 

 

（公財）全国高等学校体育連盟 

                              運動部活動作業部会 

 

部員不足に伴う複数校合同チームの編成等に係るご質問等のまとめについて 

 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、日頃より本連盟の諸事業の推進にご理

解とご協力を賜り感謝申し上げます。 

さて、部員不足に伴う複数校合同チームの全国大会への参加について、１月２３日付文書にて

お示しいたしました。その後、このことを受け関係の皆様方からご質問、ご要望等をいただいて

おります。その中で、全体で共有すべき内容について下記のとおり整理いたしましたのでお知ら

せいたします。 

本取組みは、加速する少子化傾向への対応策の一つであり、部員不足の状況下でも真摯に努力

する高校生にとって意義ある取組みと考えております。同時にインターハイ及びこれに繋がる予

選会においては、極めて大きな変更となることから関係の皆様方にはご苦労をお掛けする場面も

あるかと思いますが、引き続きご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 主な質問と回答 

質問 １ 高等専門学校との合同編成は可能か？ 

【回答】  現状の規程、「大会参加資格の別途に定める規程」では、「高等専門学校にあっては、

学齢、修学年限ともに高等学校と一致している（一部要約）」を条件に大会への参加が

認められていることから、合同編成も可能である。 

質問 ２ 合同チームがインターハイに出場する際の申し込み用紙・書式について？ 

【回答】 該当競技の参加申し込み用紙については、現在、全国高体連事務局内にて内容の確認及

び変更箇所の整理等の作業中。本作業終了後、当該競技専門部と開催地実行委員会間で

確認作業を行った上で完成版の作成となる予定。 

質問 ３ 前年度合同編成の実績に基づき、翌年度に合同活動が延長できる特例がある。この前年

度実績の対象となる合同期間について？ 

【回答】 「部員不足に伴う複数校合同チームの参加規程」の（２）条件④（特例）に「前年度に

合同チームで予選会に参加実績のある学校に限り（以下、省略）」と記載されているとお

り、特例の対象となる場合の考え方としては、「予選会への参加」が前提となる。 

質問 ４ 本取組みに関する当該中央競技団体への周知はどうなっているのか？ 

【回答】 当該中央競技団体への周知については現時点では未実施である。今後、当該の競技専門



部を通して周知する予定である。 

質問 ５ 例えば３校による合同チームが代表権を得た後に 1校（一人校）の選手が負傷等により、

高校総体には学校として出場できないことが明白となった。この場合、当該校を合同チ

ームから除外して総体にエントリーすべきか否か？ 

【回答】  代表権は当該の合同チーム（この場合３校）に与えられること、また、負傷等の理由

により出場が出来なくなった当該校生徒に対する教育的配慮の観点からも除外する必

要はない。ただし、総体参加申込書の記載方法や参加料の按分等への対応があること

から、このことに関する当該校の判断結果が優先されることは当然のことである。 

質問 ６ 予選会申し込み時点で合同編成した２チームが新入生の加入により双方、または片方の

学校が充足校となった場合、途中、または代表校となった場合も合同チームとして活動

するのか？ 

【回答】  予選会エントリー時点で合同チームとして参加申込を行った後に、新入部員の入部等

により部員不足が解消した場合も当年度の総体終了までは、合同チームとして大会出

場を継続することになる。また、エントリー後に入部した新入部員等の大会出場につ

いては、原則認められるものと考えられるが競技特性に基づく対応に違いあることか

ら、当該競技が定める競技別ガイドラインの内容に沿って対応することとなる。 

質問 ７ 全国選抜大会等で部員不足に伴う複数校合同チームの参加を認める場合の考え方及び

手続き等はどのようになるのか？ 

【回答】  本取組みはインターハイを対象としてものである。一方、選抜大会は各中央競技団体

が主催であることを考慮した上でこのことに関する言及はしていない。仮にある競技

で令和５年度選抜大会への同取組の導入を予定する際には、当該中央競技団体と当該

競技専門部間で協議の上、基本問題検討委員会に、「実施要項の参加資格の変更」とし

て申請することで対応することとなる。 

 

２ その他 

（１）今後、追加の質問等があった場合も必要に応じて関係者と共有する。 

（２）この件に関する問い合わせ先は以下のとおりとする。 

   （公財）全国高等学校体育連盟 専務理事 奈良 隆  

     電 話 03-6268-0027   メール info@zen-koutairen.com 

以上 


